
報告第１０号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会におい

て指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項

の規定により報告する。 

 

  平成２９年１２月６日 提出 

 

四万十町長 中尾 博憲   

 

記 

 

１ 議会の議決を経て締結した契約で、契約金額の増額又は減額が当該契約金額の 10

分の１を超えず、かつ、500 万円以下である変更契約を締結すること。 


